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川崎市総合計画 第３期実施計画 基本的な考え方について 
 
川崎市総合計画は、本市がめざす都市像やまちづくりの基本目標を定めた「基本構

想」と、基本構想に定める５つの基本政策を体系的に推進するために政策の方向性を
明らかにする「基本計画」、これらのビジョン・方向性に基づき、中期の具体的な取組や目
標を定める「実施計画」で構成されています。令和３（2021）年度は、第２期実施
計画の最終年度となるため、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの
４年間を計画期間とする第３期実施計画の策定に向けて、取組を進めています。 

 
この「川崎市総合計画 第３期実施計画 基本的な考え方」は、第３期実施計画

の策定に向けて、主に計画策定の進捗状況をお示しするものです。 
具体的には、これまでの取組を示しつつ、継続的に取り組んできた課題や直面する「将

来を⾒据えて乗り越えなければならない課題」を改めて整理しながら、この間の社会環境
や都市環境の変化による新たな課題や本市を取り巻く急激な社会状況の変化も踏まえ
た状況の分析等を⾏い、今後、計画に位置づける各施策の具体的な取組を考える上で
の課題認識や視点等を記載しています。 

また、持続可能な⾏財政運営を可能とする「⾏財政改⾰第３期プログラム」の検討と
連携しながら、実施計画策定に向けて庁内検討を進め、令和３（2021）年 11 ⽉に
「第３期実施計画素案」、令和４（2022）年 2 ⽉に「第３期実施計画案」をとりまと
め、令和４（2021）年 3 ⽉中に計画を策定します。 
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総 論 
 

１ 総合計画の趣旨 
川崎市総合計画（平成 28（2016）年 3 ⽉策定）は、⼦どもたちの笑顔があふれ、⾼齢者や障害者

等、誰もが社会に貢献しながら生きがいを持つことができ、産業都市として⼒強く発展し続ける、そのような成⻑
と成熟が調和し、誰もが幸せを感じられる川崎をめざし、「安心のふるさとづくり(成熟)」と「⼒強い産業都市づく
り(成⻑)」の調和により、市政をバランスよく進めるために、策定したものです。 

この計画の趣旨に基づき、『成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸
※

のまち かわさき』の実現をめざします。 
※「最幸」とは…川崎を幸せのあふれる「最も幸福なまち」にしていきたいという思いを込めて使⽤しています。 

 
 

２ 計画の構成 
総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造としており、実施計画のローリングにより、

社会経済状況の変化等に柔軟に対応していきます。 
また、基本構想に掲げるめざす都市像等を実現するために、中⻑期的な課題等を踏まえて、「成⻑」と「成

熟」のまちづくりに向けて、効果的な取組の考え方を明らかにする「かわさき 10 年戦略」を設定し、戦略的にまち
づくりを進めていきます。 

なお、総合計画に掲げるめざす都市像等については、急速な少⼦⾼齢化や⼈⼝減少に⻭⽌めをかけ、将
来にわたって活⼒ある⽇本社会の維持をめざす地方創生の考え方と重なることから、第３期実施計画は「川崎
市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねるものとします。 
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３ 計画期間 
「基本構想」は、今後 30 年程度を展望し、本市がめざす都市像や、まちづくりの基本目標、5 つの基本政

策を定めるものです。 
「基本計画」は、今後概ね 10 年間を対象として、「基本構想」に定める 5 つの基本政策を体系的に推進す

るために、23 の政策及び、その方向性を明らかにするものです。 
「実施計画」は、これらのビジョン・方向性に基づき、中期の具体的な取組を定めるもので、第３期実施計画

の計画期間は令和 4（2022）年度から令和 7（2025）年度の４か年となります。 
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４ 基本構想で掲げる「めざす都市像」及び「まちづくりの基本目標」等 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※23 の政策の下に、「実施計画」に位置づけられた 73 の「施策」と約 600 の「事務事業」が連なります。 

1 生命を守り生き
生きと暮らすこと
ができるまちづくり

1 災害から生命を
守る

2 安全に暮らせる
まちをつくる

3 水の安定した
供給・循環を
支える

4 誰もが安心して
暮らせる地域の
つながり・しくみ
をつくる

5 確かな暮らしを
支える

6 市民の健康を
守る

2 子どもを安心して
育てることのできる
ふるさとづくり

1 安心して子育て
できる環境を
つくる

2未来を担う人材
を育成する

3 生涯を通じて
学び成長する

3 市民生活を豊か
にする環境づくり

1 環境に配慮した
しくみをつくる

2 地域環境を守る

3 緑と水の豊かな
環境をつくりだす

4 活力と魅力あふ
れる力強い都市
づくり

1 川崎の発展を
支える産業の
振興

2 新たな産業の
創出と革新的な
技術による生活
利便性の向上

3 生き生きと働き
続けられる環境
をつくる

4 臨海部を活性化
する

5 魅力ある都市
拠点を整備する

6 良好な都市環境
の形成を推進
する

7 総合的な交通
体系を構築する

8 スポーツ・文化
芸術を振興する

9 戦略的なシティ
プロモーション

5 誰もが生きがいを
持てる市民自治の
地域づくり

1 参加と協働に
より市民自治を
推進する

2 人権を尊重し
共に生きる社会
をつくる

５つの基本政策と 23 の政策 

※「最幸」とは‥川崎を幸せのあふれる
「最も幸福なまち」にして
いきたいという思いを込
めて使⽤しています。 

めざす都市像 

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」 

まちづくりの基本目標 

「安心のふるさとづくり」            「力強い産業都市づくり」 

政 策 体 系 

基 

本 

構 

想 

基 

本 

計 

画 

※ 
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５ これまでの進⾏管理・評価を踏まえた計画策定と施策の推進 

 
 
（１）これまでの施策の評価結果の概要 
 

①施策の進捗状況 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
第１期実施計画及び第２期実施計画における 73 の施策について、成果指標の多くが目標を達成して

いる「A.順調に推移している施策」と、目標未達成のものがあるが⼀定の進捗があった「B.⼀定の進捗がある
施策」を合わせた割合は、それぞれ 90％を超えており、これまで概ね順調に進捗しています。 

なお、「C.進捗が遅れている施策」としては、配下の事務事業のうち、複数の事業に遅れが⾒られたものな
どがありました。また、第２期実施計画の中間評価では、令和元年東⽇本台⾵や新型コロナウイルス感染
症の影響などもあり、成果指標が第１期実施計画策定時を下回ったものなどがありました。 

 
②施策に設定した成果指標の達成状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「指標達成度区分 a と b」を合わせた割合は、第１期実施計画総括評価時は 76.4％、第２期実施計

画中間評価時は 76.6％となっています。第１期実施計画策定時（又は個別設定値）を下回ったなど、

総合計画における進⾏管理の考え方（進⾏管理と評価のページを参照）に基づき、第１期実施
計画策定以降、第１期実施計画期間（平成 28（2016）から平成 29（2017）年度）の総括
評価及び第２期実施計画期間（平成 30（2018）から令和 3（2021）年度）の中間評価を実
施しました。 

第３期実施計画では、川崎市政策評価審査委員会による審議結果を含め、これまでの施策・事務
事業に関する評価結果を踏まえて、達成状況等を適切に把握・分析した上で、課題や改善点を明確
化し、それらを計画の策定に着実に反映していくことで、より効率的・効果的な取組を推進します。 

23
31.5%

44
60.3%

6
8.2%

A.順調に推移している

B.⼀定の進捗がある

C.進捗は遅れている

施策数
73

22
30.1%

48
65.8%

3
4.1%

A.順調に推移している

B.⼀定の進捗がある

C.進捗は遅れている

施策数
73

48.2%

28.4%

20.6%

2.8%

a

b

c

指標数
218

(231)

d

55.5%

20.9%

20.4%

3.1%

a

b

c

指標数
191

(214)

d

第１期実施計画総括評価 第 2 期実施計画中間評価 

第 2 期実施計画中間評価 第１期実施計画総括評価 

※ 評価時点で達成度が出ない指標を除いたもの。括弧内は全体指標数。 

ａ︓目標値以上                         ｂ︓１期策定時（又は個別設定値）以上〜目標値未満 
ｃ︓目標達成率 60％以上〜１期策定時（又は個別設定値）未満       ｄ︓目標達成率 60％未満 
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目標を達成していない指標については、その原因はさまざまであることから、原因分析の結果を踏まえて取組
を改善することで、第 3 期実施計画では、引き続き目標達成に向けて取組を進めていきます。 

 
（２）川崎市政策評価審査委員会による審議結果（外部評価）の概要 

川崎市政策評価審査委員会では、総合計画における重要な政策等の評価に関して、施策の進捗状況
等の確認が必要な施策等を選定し、領域別に分けた部会の中で、市⺠目線・専⾨的視点により、市の内
部評価結果の妥当性等について、重点的に審議をしています。第１期実施計画総括評価及び第２期実
施計画中間評価にあたり選定したそれぞれ 12 の施策（合計 24 施策）について、委員会で審議を⾏った
結果、市の内部評価結果は妥当と判断されるとともに、審議対象施策それぞれに対して、今後より効果的
に施策を推進していくための意⾒が出されています。 

また、第１期実施計画総括評価及び第２期実施計画中間評価全体を通しては、⼀部の施策において、
成果指標の実績が第１期実施計画策定時を下回るものや、取組に遅れが生じているものが⾒受けられた
ものの、多くの施策については、成果指標の実績値が掲げた目標に向かって⼀定進捗していると認められると
ともに、委員会として総括意⾒がとりまとめられています。 

本市では、委員会の意⾒等を⼗分尊重し、今後の取組改善や第３期実施計画策定等に積極的に活
⽤します。 

 
   

   
   

•⽇常業務を⾏っている中での気づきを成果指標や取組の不断の⾒直しに繋げていくなど、⽇頃から
改善を意識して取り組む必要がある。

•施策横断的な視点を持って組織間や施策間での横の連携を⼀層深め、より効果的に取組を進め
る必要がある。

成果指標の⾒直し及び横断的な連携の強化

•計画策定時の現状値から下がった、又は目標値に達していない成果指標について、原因分析を
⾏い、課題を明確化し、今後の取組改善に繋げるなど、効果的にPDCAサイクルが機能する進⾏
管理・評価としていくことを強く望む。

成果指標の達成状況を踏まえた課題の明確化

•外部要因による影響が大きい成果指標があるため、必要に応じて安定的に把握できる指標を設
定するなどの工夫を望む。

•外部要因の影響が大きい成果指標を設定する際には、あらかじめ市の実施した取組による影響は
どの範囲なのかを⼗分検討する必要がある。

•成果指標の目標値については、目標達成に向けてのプロセスや取組の到達点を具体的にイメージ
できるように設定する必要がある。

市の取組による成果の的確な把握

•施策の直接目標に密接に関連している成果指標の達成度をより重視するなど、各成果指標の施
策への貢献度を勘案する必要がある。

•施策の効果測定の精度をより向上させるため、達成度の判定に際して⼀定の幅を設けるなど、より
実態に即した評価が可能となるよう評価手法を検討することを望む。

施策の効果測定における精度の向上

•新たに生じた課題に対応するなど、より効果的な進⾏管理のしくみとするための改善を継続すること
を望む。

第１期実施計画の総括評価を踏まえた評価手法の改善

川崎市政策評価審査委員会 第１期実施計画 総括評価 総括意⾒ 概略 
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（３）これまでの進⾏管理・評価を踏まえた対応の考え方 

総合計画では、目標とその成果をしっかりと可視化することで、課題や改善点を明確化し、PDCA サイクル
がより⼀層効果的に機能するように進⾏管理を⾏っています。 

第３期実施計画では、川崎市政策評価審査委員会による審議結果を含め、これまでの施策・事務事
業に関する評価結果を踏まえて、達成状況等を適切に把握・分析した上で、課題や改善点を明確化し、そ
れらを計画に着実に反映していくことで、より効率的・効果的な取組を推進します。 

また、第３期実施計画の進⾏管理における、より適切な施策の達成状況の把握・評価に向けて、各施
策について、直接目標や施策の方向性に⼀層合致した指標構成となるよう、成果指標の追加を⾏うなど、
施策の効果測定の精度向上を図った上で、施策を推進します。 

さらに、これまでの政策に関する市⺠の実感指標の達成状況等を踏まえ、必要に応じて市⺠の実感指標
の目標値を⾒直すなど、市⺠目線での施策等の⼀層の推進につなげます。 

 
  

•第２期実施計画で設定した施策の成果指標について、市の取組の効果を測定する上で課題の
ある成果指標が設定されている施策が⾒受けられるため、第３期実施計画策定に向けて、成果
指標を改めて点検し、より適切に幅広く施策の効果を評価できる指標設定となるよう⾒直しを図
る必要がある。

•⼈々の価値観や社会のあり方などに多様化や変化が⾒られる施策については、それに対応した指
標設定について検討していく必要がある。

•既に第３期実施計画の目標値を上回っている成果指標の目標値についてもあわせて検討する必
要がある。

第３期実施計画の成果指標の⾒直しによる施策の効果測定の精度向上

•設定した成果指標による評価だけにこだわることなく、新たな取組や創意工夫による改善などの効果
を定性的な成果等として、これまで以上に幅広く捉え、総合的に施策を評価していく必要がある。

定性的な成果の幅広い把握によるより適切な評価の実施

•成果指標等の達成状況を詳細に分析し、目標を達成できた要因やできなかった要因を明確にし、
取組がより効果的なものとなるよう更なる改善に繋げていく必要がある。

取組の改善に向けたより詳細な成果分析の実施

•施策によっては、新型コロナウイルス感染拡大防⽌のための「新しい生活様式」の定着や⾏動変
容等による影響を大きく受けることが想定されるため、社会動向を⼗分⾒極めながら、的確に対応
していくことを望む。

•イベント参加者数や施設入場者数など⼈が集うことや来場を前提とした視点での成果指標以外
の新たな指標を設定するなど、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた施策の方向性に合致
した目標設定になるよう検討していく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の的確な対応

第３期実施計画の策定に向けて、現在設定している成果指標を改めて点検するとともに、定性的な成果を幅広く
捉えることで、施策全体をより適切に評価していくなど、より効果的な評価の仕組みとなるよう更に改善を図っていくことを
期待する。 

川崎市政策評価審査委員会 第２期実施計画 中間評価 総括意⾒ 概略 
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６ 計画策定にあたっての基本認識 

 
 

（１）本市を取り巻く急激な環境変化 
近年、本市を取り巻く環境は急激に変化しており、これを的確に捉えた取組を推進する必要があります。

主な環境変化としては、新型コロナウイルス感染症の影響、大規模自然災害の発生、脱炭素社会の実現
に向けた取組の進展及び社会のデジタル化の進展が挙げられますが、その他、「持続可能な開発目標
（SDGs）」の社会への浸透や、AI やビッグデータ、ロボット等の先端技術を活⽤する Society5.0 の進展
等の変化が生じています。 

 
① 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症の影響は社会・経済の多方面に及んでおり、社会・経済活動の復興に向けた
取組が今後も引き続き重要となります。また、感染症の影響による社会変容を踏まえた、ウィズコロナ・ポスト
コロナの時代を⾒据えた取組が新たに求められています。これらの状況を踏まえた必要な取組を、スピード感
を持って進める必要があります。 

 

 

総合計画では、「将来を⾒据えて乗り越えなければならない課題」にいち早く対応するとともに、「積
極的に活用すべき川崎のポテンシャル」を最大限に活用し、「新たな飛躍に向けたチャンス」を的確に捉
え、取組を進めることが必要としています。 

第３期実施計画の策定に向けては、継続した課題を改めて整理するとともに、「本市を取り巻く急激
な環境変化」を含め、これまでに生じた社会環境や都市環境の変化による新たな課題の状況を分析し
ながら、各施策に位置づける具体的な取組の検討を進めます。 
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② 大規模自然災害の発生 
近年、大規模自然災害の被害が増大しており、令和元年東⽇本台⾵では本市も甚大な被害を受けま

した。従前から取り組んできた地震対策に加えて、激甚化する⾵水害への対策が急務となっており、リスクを
考慮しつつ、被害を最⼩限に留めるために、ハード・ソフト両面から対策を進める必要があります。 
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③ 脱炭素社会の実現に向けた取組の進展 

世界的に温室効果ガス削減に向けた取組が急速に進んでいます。本市においても、令和 32（2050）
年の CO2排出実質ゼロをめざす「脱炭素戦略（かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050）」を令和２（2020）
年 11 ⽉に策定したところであり、脱炭素化に向けた取組を積極的に進める必要があります。 
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④ 社会のデジタル化の進展 
感染症の影響により、テレワークやオンライン会議の利⽤拡大など、社会のデジタル化に向けた取組が急速

に進んでいます。本市においても、デジタル化に向けた取組を着実に進める必要があります。 
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（２）将来を⾒据えて乗り越えなければならない課題 
 

① 少⼦⾼齢化の更なる進展、⼈⼝減少への転換、生産年齢⼈⼝の減少 
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② ⾼齢者を取り巻く環境の変化 
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③ ⼦ども・若者を取り巻く環境の変化 
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④ ⼀⼈ひとりが尊重され、能⼒を発揮できる環境づくり 
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⑤ 気候変動の影響 
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27 
 

⑥ 災害対策の強化 

 

 

 



 
 

28 
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⑦ 都市インフラの⽼朽化と有効活用 
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⑧ 産業経済を取り巻く環境変化 
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⑨ 市⺠の主体的な取組を促し、地域でお互いに助け合うしくみの強化 
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⑩ 労働環境の改善と生産性向上の⼀体的な実現に向けた「働き方改革」の推進 
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（３）積極的に活用すべき川崎のポテンシャル 
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（４）新たな飛躍に向けたチャンス 
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７ 持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえた政策の推進 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１）SDGs と世界の動き 

SDGs 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）は、平成 27（2015）年９
⽉に国連本部において、193 の加盟国の全会⼀致で採択された国際目標です。持続可能な未来をつくる
ための 17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられています。 

「誰⼀⼈取り残さない」をキーワードに、ゴールの達成に向けてすべての国が⾏動すること、自治体も事業
者も市⺠も含めてすべてのステークホルダーが役割を担うこと、社会・経済・環境の三側面の取組を統合的に
進めることなどを特徴としています。 

現在、SDGs は世界の潮流となっており、世界中の国や企業が、貧困や飢餓、水や保健、教育、医療、
平和やジェンダーなど、⼈々が⼈間らしく暮らしていくための社会的基盤を令和 12（2030）年までに実現
するために取り組んでいます。 

 
（２）国における取組 

国においては、平成 28（2016）年 5 ⽉に、内閣総理大⾂を本部⻑とし、全閣僚を構成員とする持続
可能な開発目標（SDGs）推進本部を内閣に設置しました。 

また、同年 12 ⽉には国家戦略として「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を策定し、地方自
治体に対しては、各種計画や戦略、方針の策定や改定にあたり SDGs の要素を最大限反映するとともに、
関係するステークホルダーとの連携強化等、SDGs 達成に向けた取組を推進することを求めました。 

 
（３）本市におけるこれまでの取組 

① 川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針の策定 
本市においては、平成 31（2019）年 2 ⽉に「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」を

策定しました。この方針において、住み続けられるまちづくりや経済成⻑、気候変動対策など SDGs が掲げる
目標は、本市が総合計画に掲げるめざす都市像「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさ
き」と同様の方向性であることから、総合計画を推進することを基本に、本市として全庁をあげて SDGs の達
成に寄与する考え方を定めました。 

また、SDGs の推進に向けた姿勢として、総合計画に掲げる各施策・事務事業を進めるにあたっては、職
員⼀⼈ひとりが SDGs の趣旨を⼗分に理解した上で、持続可能なまちづくりや、誰⼀⼈取り残さないことなど

第 3 期実施計画においては、職員⼀⼈ひとりがこれまで以上に SDGs を強く意識して各施策・事務事
業に取り組むとともに、市が進める各施策と SDGs との関係をより市⺠に分かりやすく伝えるため、「川崎
市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」を本計画と統合し、計画期間における SDGs 推進に向
けた考え方を改めてとりまとめます。 
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を強く意識した取組を進めるとともに、各施策・事務事業の連携や市⺠、企業、団体等の多様なステークホ
ルダーとの連携を図ることにより、経済・社会・環境の三側面の調和や統合的な向上をめざした取組を推進
することとしています。 

 
② 川崎市総合計画と SDGs との対応 

「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」において、総合計画に掲げる５つの基本政策と
23 の政策について SDGs の各ゴール、ターゲットとの関係を整理するとともに、各取組の進⾏管理において
は、総合計画における進⾏管理と⼀体的に⾏うこととしました。 

また、本方針の策定以降、各分野別計画等においても、SDGs を踏まえた策定・改定が進んでいます。 
 

③ 「SDGs 未来都市」に選定 
公害問題をはじめとしたさまざまな課題を市⺠、事業者と連携して克服してきた歴史と、持続可能な社会

の実現に向けた取組が、国から評価され、本市は、令和元（2019）年 7 ⽉に「SDGs 未来都市」に選定
されました。臨海部を中心とした川崎水素戦略の取組、カーボンゼロチャレンジなど脱炭素・循環型まちづくり
をめざした取組、新たなコミュニティ施策や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組をはじめとして、各施
策・事務事業を通じて、成⻑と成熟が調和した、持続可能で、誰もが幸せを感じられるまちをめざした取組を
進めています。 

 
（４）第 3 期実施計画における SDGs 推進方針策定に向けた考え方 

第 2 期実施計画期間中には、新型コロナウイルス感染症による影響や、令和元年東⽇本台⾵などの大
規模自然災害の発生、脱炭素化やデジタル化に向けた取組の急速な進展など、本市を取り巻く環境は急
激に変化しました。今後 4 年間においても、世界の環境はさらに変化していくことが予想されます。 

SDGs のすべてのゴールを達成するには、これまで通りの取組を積み重ねていくだけでは難しく、新たな考え
方や技術により、モノやしくみ、組織のあり方などに変⾰を起こしていくことが求められています。 

本市が推進する各施策・事務事業においても、変化の激しい現代においては、過去の取組や現在の状況
からこの第３期実施計画期間となる 4 年後の目標を⽴てるだけではなく、さらに先を⾒据えて、SDGs の達
成期限となる令和 12（2030）年にどうあるべきか、めざす未来を描きながら、そこから逆算して必要な方策
を考えること（バックキャスティング）が求められます。また、17 のゴールや課題がお互いにつながり関係しあう
SDGs の達成に向けてこれまでにない変⾰をもたらすには、多様な主体との連携によりお互いの強みやノウハ
ウを共有し、新たな価値を生み出していくことも必要です。 

第 3 期実施計画においては、引き続き職員⼀⼈ひとりが持続可能なまちづくりや、誰⼀⼈取り残さないこ
となど、SDGs の趣旨を⼗分に理解しつつ、将来のあるべき姿を描きながら各施策・事務事業を進めることを
意識します。また、市⺠や企業、団体など多様なステークホルダーとの連携をさらに進めるとともに、関係部署
相互の連携の強化を図り、経済・社会・環境の三側面の調和や統合的な向上をめざした取組を推進します。 

こうした認識のもと、第３期実施計画においては、「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」
を統合し、計画期間における SDGs 推進に向けた考え方を改めてとりまとめます。 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

第３期実施計画期間 

2022 年～2025 年 

2025 年 
の到達点 

2022 年 

2045 年 
「成⻑と成熟の調和による 

持続可能な最幸（※）のまち 
 かわさき」 

現在の延長線上

にある未来 

※「最幸」とは、川崎を幸せあふれる最も幸福なまちにし

ていきたいという思いを込めて使用しています。 

あるべき姿 

2030 年 
SDGs 達成 
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８ 都市構造と交通体系の考え方 

 
 
 

（１）背景と現状 
本市はこれまで、近隣都市と適切に役割を分担しながら、広域的視点を踏まえた各拠点の魅⼒の創出を

めざす広域調和型のまちづくりと、市内各地域の自⽴と連携をめざす地域連携型のまちづくりをバランスよく進
める「広域調和・地域連携型」都市構造をめざしてまちづくりを推進してきました。特に、厳しい財政状況を踏
まえ、選択と集中により、広域拠点を中心に都市拠点整備を推進しており、駅前広場や都市計画道路など
の都市基盤整備を進めるとともに、⺠間活⼒を活かした市街地再開発事業等の推進により、さまざまな都
市機能の集積が図られています。 

当面は若い世代の転入などによる⼈⼝増加が⾒込まれますが、⾸都圏等の都市部と同様に生じている郊
外部への⼦育て世代の転出超過の傾向や将来の⼈⼝減少・超⾼齢社会の到来等を⾒据えた都市構造
及び交通体系を考えると、住まいを起点とした、市⺠の⽇常生活を支える⾝近な生活エリアの重要性が、こ
れまで以上に⾼まることが予想されることから、⾸都圏における本市の位置づけや役割を踏まえつつ、より⾝近
なまちづくりを意識した取組をあわせて進めることが必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症の流⾏を契機として生じた社会変容をはじめとする社会環境の変化を注
視しながら取組を進める必要があります。 

 
（２）今後の方向性 

 
 
 
 
⾸都圏機能の強化、まちの魅⼒や活⼒の向上等のため、これまで積み重ねてきたストックや、地理的優位

性を活かした「広域拠点」「臨空・臨海都市拠点」の整備等により、「魅⼒と活⼒にあふれた広域調和型まち
づくり」を引き続き進めるなど、持続可能なまちづくりをさらに推進します。 

また、市⺠の⾝近な⽇常生活は、住まいを起点に、近隣地域から⾝近な駅やターミナル駅周辺など、鉄
道路線に沿ったエリアで展開しています。このような市⺠の⾏動圏域を意識するとともに、将来の⼈⼝減少や
少⼦⾼齢化に伴う社会的要請を⾒据え、地域課題にきめ細やかに対応し、地域への愛着やつながりが持て
るよう、「地域生活拠点」等の整備をはじめとした、「⾝近な地域が連携した暮らしやすく住み続けたくなるまち
づくり」を推進します。 

あわせて、広域的な交通網・市域の交通網・⾝近な交通環境等の整備をまちづくりと⼀体的に進めるなど、
「持続可能なまちづくりに向けた効率的・効果的な交通体系の構築」を推進します。 

 
① 魅⼒と活⼒にあふれた広域調和型まちづくりの更なる推進に取り組みます 

市⺠の⽇常的な生活エリアである「生活⾏動圏」は、
広域的に展開する市⺠の⾏動や産業経済活動、交通
網の整備状況や地域の特性などから、鉄道沿線を中心
に展開しており、川崎駅・臨海部周辺エリア、川崎・⼩
杉駅周辺エリア、中部エリア、北部エリアの概ね４つに大
別することができます。 

これらの市⺠の⾏動や産業経済活動の動向等を踏ま
えて、近隣都市拠点と役割や機能を適切に分担・補完
しながら、都市拠点整備を推進するとともに、近隣都市

北部エリア 

 中部エリア 

 

川崎・小杉駅 
周辺エリア 

 

川崎駅・臨海部 
周辺エリア 

 

■都市構造イメージ図 

「都市構造と交通体系」については、第２期実施計画策定後の都市環境の変化や、関連する分野
別計画・事業等の進捗及び今後の動向を踏まえて、考え方を整理します。第３期実施計画の策定に
向けては、この考え方も踏まえ、施策や取組の検討を進めます。 

〜広域調和・地域連携型の都市構造をめざします〜 
「魅⼒と活⼒にあふれた広域調和型まちづくり」の更なる推進と「⾝近な地域が連携した暮らしやすく住み続
けたくなるまちづくり」、「持続可能なまちづくりに向けた効率的・効果的な交通体系の構築」に取り組みます 
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との連携や⾸都圏の都市機能を支える交通ネットワーク
の強化などを図り、魅⼒と活⼒にあふれた広域調和型ま
ちづくりの更なる推進に取り組みます。 
 
 
 

 
② 身近な地域が連携した暮らしやすく住み続けたくなるまちづくりを推進します 

市⺠生活は、住まいを起点とした町内会や自治会などの地
域の基礎的な単位である「地区コミュニティゾーン」、ターミナル
駅などを中心とした概ね⾏政区を単位とする「地域生活ゾー
ン」、及び鉄道沿線に展開する「生活⾏動圏」によって構成さ
れています。 

川崎・⼩杉・新百合ヶ丘の広域拠点等の重点的整備によ
り地価が上昇するなど、まちづくりによる大きな効果が⾒られ、
広域拠点等につながる駅周辺にも波及しています。４つの生
活⾏動圏のエリアでは、この状況を捉え、効率的かつ効果的
に波及効果を広げ、地域の特性を活かしたまちづくりを進める
ことが重要となっています。 

そこで、まちの波及的発展を促しながら、超⾼齢社会の到
来や災害リスクの⾼まりを踏まえ、地域のニーズにきめ細やかに
対応するため、「誰もが安心して暮らせる住まいと住まい方の
充実」や「地域生活拠点及び交通利便性の⾼い⾝近な駅
周辺などのまちづくり」を推進します。あわせて、⾝近な地域間
の相互の連携を促すため、公共交通を主体とした駅へのアク
セス向上等の「将来にわたる市⺠の暮らしを支える交通ネット
ワークなどの強化」に取り組みます。これらにより、地域生活ゾ
ーンの更なる自⽴と連携強化や沿線等の地域の相互連携を
促進し、鉄道を主軸とした都市の⼀体性と都市機能の向上
を図り、⾝近な地域が連携するまちづくりを進めます。 

 
③ 持続可能なまちづくりに向けた効率的・効果的な交通体系の構築を推進します 

a 広域的な交通網の整備 
⾸都圏の放射・環状方向の広域的な鉄道・道路網

が、本市の骨格として都市の形成を支えていることから、
これらの既存ストックを最大限に活かしながら、市内外の
拠点間の連携を推進する交通機能の強化や⾸都圏に
ふさわしい交通網の形成を進めます。 

さらに、新たな飛躍に向けた拠点形成や⾸都圏機能
の強化を図るため、国際化が進む羽田空港へのアクセス
の強化などを進めます。 

 
ｂ 市域の交通網の整備 

市⺠生活や経済活動を支える道路の慢性的な渋滞は大きな経済損失を招き、環境や交通安全、路線
バスの運⾏など、市⺠生活にさまざまな影響を及ぼします。このことから、広域的な鉄道・道路網やまちづくりと
⼀体となった地域交通を支える機能的な市域の交通網を形成するため、幹線道路の整備や鉄道の連続⽴

■広域拠点の波及イメージ 

︓公共交通ネットワーク 

■沿線地域の連担による波及イメージ 

◎広域拠点  

●広域拠点︓川崎駅、⼩杉駅、新百合ヶ丘駅周辺地区 
●臨空・臨海都市拠点︓殿町・大師河原、浜川崎駅周辺地域 
●地域生活拠点︓新川崎・⿅島田駅、溝⼝駅、登⼾・向ヶ丘遊園駅、鷺沼・宮前平駅周辺地区 

■⾸都圏３環状道路の整備状況 
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体交差化等の整備を推進するとともに、駅との交通結節機能の強化や早期に効果が発現する交差点改良
など、効率的・効果的な取組をより⼀層推進します。 

 
ｃ 身近な交通環境等の整備 

超⾼齢社会の到来を⾒据えるとともに社
会変容を踏まえ、⾝近な交通環境の⼀層
の充実を図るため、⾼齢者や障害者など誰
もが利⽤しやすいユニバーサルデザインに配
慮し、歩⾏者空間の整備や公共交通など
の利⽤環境の整備・改善を進めるとともに、
自転⾞通⾏環境の整備、関係団体や警
察などと連携した交通安全対策の推進など、
さまざまな関係者との連携によるきめ細やか
な取組を進めます。また、社会変容等が生
じる中においても、市⺠の移動を支える公
共交通等の必要性は変わらないことから、
持続可能なまちづくりに向けて、今後の社
会動向を注視しながら、誰もが安全、安心、
快適に移動できる交通環境の整備をより⼀
層推進します。 

路線バスをはじめとする誰もが利⽤できる地域公共交通は、「鉄道ネットワーク」、拠点間を結ぶ「基幹バ
スネットワーク」、拠点や鉄道駅、各種施設間を結び基幹バスネットワークを補完する「地域バスネットワーク」、
地域内の施設や路線バスへのアクセスを確保する「地区コミュニティ交通」の４つを階層的に構成し、相互に
連携しながらネットワークを構築することをめざします。 

路線バス等の公共交通は、将来にわたる市⺠生活を支えるために、利便性の向上や駅を中心とした交通
結節機能の強化を図り、利⽤を促進します。路線バスサービスの確保に向けて、輸送需要や⾛⾏環境など
の地域特性を踏まえた効果的な取組を進めるとともに、隣接都市等とも連携した路線の維持に努めるなど、
社会実験等の手法も効果的に活⽤しつつ、バス事業者等と連携し、効率的・効果的な路線バスネットワー
クの形成に向けた取組を推進します。 

さらに、地域の⾝近な施設や路線バスへのアクセスについては、多様な主体と連携し、タクシーや施設送迎
⾞等の有効活⽤を図るとともに、地域住⺠が主体となった取組への積極的な情報提供や技術的支援等を
⾏うなど、「地区コミュニティ交通」の確保に向けた取組を推進します。また、自転⾞等を活⽤したシェアリング
モビリティの誘導や利⽤促進、ICT（情報通信技術）等の効果的な活⽤など、幅広い観点から移動手段
の確保に向けた検討を⾏い、地域特性に応じた交通環境の整備を進めます。 
 

④ 社会環境の変化を適切に捉えながらまちづくりを進めます 
新型コロナウイルスの感染拡大による社会変容をはじめとして、働き方やライフスタイルの多様化、脱炭素

化や社会のデジタル化の進展など、こうした社会環境の変化を適切に捉え、広域調和・地域連携型のまちづ
くりを進める本市の⾸都圏における役割をより⾼めるとともに、激甚化・頻発化する大規模自然災害へのリス
クを踏まえた取組が重要となります。このことから、都市部における集積のメリットを活かした都市の活⼒や魅
⼒を⾼める取組を推進するとともに、⾝近な地域においては、住む・働く・憩うなど、職住近接を意識して、さ
まざまな機能を地域の特性を踏まえてバランスよく誘導するなど、安全・安心で環境にやさしく効果的なまちづ
くりを進めます。 

また、楽しく歩きたくなる空間の創出、公共的空間の柔軟な利活⽤、水と緑のネットワークの構築、居心
地がよくゆとりある魅⼒的な空間の充実を図るなど、社会環境の変化を適切に捉えながら、柔軟かつ機動的
にまちづくりを進めます。  

■将来のめざすべき地域公共交通ネットワークの考え方 
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９ 計画の推進に向けた考え方 

 
（１）これまでの取組や都市環境等の変化を踏まえた市政運営の推進 

本市は、平成 28（2016）年度から平成 29（2017）年度を計画期間とする第１期実施計画、平
成 30（2018）年度から令和３（2021）年度を計画期間とする第２期実施計画に基づく取組を、これ
まで進めてきましたが、その中で得られた課題や計画策定以後に生じた社会環境や都市環境の変化等につ
いて、今後も機動的な対応を⾏う必要があります。 

第３期実施計画では、これまでの取組の成果を踏まえながら課題や環境変化にも的確に対応し、基本
構想に位置づけた都市像である「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」の実現をめざし、
「安心のふるさとづくり（成熟）」と「⼒強い産業都市づくり（成⻑）」の調和によるまちづくりの基本目標の
達成に向けて、５つの基本政策に基づく 23 の「政策」の方向性を踏まえながら、市政をバランスよく進めます。 

 
（２）少⼦⾼齢化等の⼈⼝構成の変化を踏まえた対応 

我が国の⼈⼝が減少する中、本市の⼈⼝は令和３（2021）年４⽉時点で 154 万⼈に達しており、
特に若年世代に『選ばれる都市』として、当面は⼈⼝増加が続くものと⾒込まれています。⼀方で、⾼齢者が
急速に増加する中、年少⼈⼝は既に減少傾向に転じています。また、中⻑期的には、⼦育て世代が次第に
減少し、出生数が低下していくなど、本市の⼈⼝構成が大きく変化していくことが⾒込まれており、このような
変化に伴い、社会の活⼒が低下することが懸念されます。 

こうした中⻑期の⼈⼝動態の変化を捉えて、当面の⼈⼝増加に伴う需要への対応と将来的に訪れる⼈
⼝減少の局面を⾒据えた多面的な市政運営が求められることから、多様な価値観の中で、市⺠⼀⼈ひとり
が互いの違いを認め合いながら、心の豊かさを実感できるような成熟した社会の構築と安定的で持続可能な
都市の成⻑の好循環により、活⼒ある社会を実現していく必要があります。 

都市の活⼒の持続に向けて、⼦育て支援や次代を担う⼦ども・若者の育成、⾼齢者や障害者など誰もが
社会で活躍できる場づくり等を進めるとともに、多世代が交流しながら、生涯を通した生きがいづくりや、健康
づくり、賑わいのある拠点の形成をはじめとした活⼒あるまちづくりを進めていきます。 

 
（３）「市⺠創発」による持続可能な暮らしやすい地域づくりの推進 

少⼦⾼齢化や⼈⼝減少の進展、⼈間関係の希薄化などを背景に、地域の課題はますます複雑化・多
様化しており、これらの課題の解決に向けては、平成 31（2019）年３⽉に策定した「これからのコミュニティ
施策の基本的考え方」に基づき、町内会・自治会、市⺠活動団体、企業、大学、⾏政など、多様な主体が
協働・連携して地域の課題を解決する「市⺠創発」型のまちづくりが重要です。 

 「市⺠創発」とは、さまざまな個⼈や団体が出会い、それぞれの思いを共有・共感することで生まれる相互
作⽤により、これまでにない活動や予期せぬ価値を創出することであり、複雑化・多様化する地域課題の解
決をめざすには、多様な主体が互いの特⻑や強みを持ち寄り、主体的に取り組むことが、今まで以上に求め
られています。 

「市⺠創発」に呼応する⾏政のあり方として、事務事業間の連携強化や、これまで以上に市⺠の参加と
熟議を可能とするプロセスの導入、市⺠との協働を実践するための職員参加、チャレンジする⼈材の育成、
職員⼀⼈ひとりの意識改⾰などを進めていきます。 

 
 
 
 
 

総合計画に掲げる目標の実現に向けて施策を効果的に実施していくため、次の視点に基づき、第３
期実施計画を計画的・総合的に推進します。 
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（４）市⺠主体のまちづくりに向けた自治機能の強化 
① 大都市制度改革の推進 

⼈⼝や産業が集中する⾸都圏域で重要な役割を担う本市においては、市域のさまざまな課題について、
⼀元的・総合的な事務・権限のもとで自⼰解決⼒を⾼めながら対応することにより、市⺠サービスの向上を
図っていくことが重要です。 

その実現に向けては、職員⼀⼈ひとりが、地方分権改⾰を意識するとともに、⽇々の業務に取り組む中で、
既存のしくみに捉われずに課題を解決する手法として、権限移譲や規制緩和に係る改⾰提案を地方等から
募る「提案募集方式」を最大限に活⽤するなど、積極的に取り組むことが必要となっています。 

また、医療・介護及び⼦育て施策など幅広い社会保障⾏政にかかる経費の著しい増加、⽼朽化等に伴
うインフラの整備など、大都市が抱える都市的課題から生ずる特有の財政需要や、現⾏制度における事務
配分の特例により移譲された事務・権限に必要な財源について、税制上の措置が不⼗分であることから、大
都市税源の拡充強化も必要となっています。 

特に、今後⾒込まれる⼈⼝の減少、少⼦⾼齢化の進展等、さまざまな課題を解決していかなければなら
ない中、既に指定都市が住⺠に⾝近な⾏政サービスのほとんどを担っている状況を踏まえ、迅速かつ柔軟に
⼀元的・総合的な⾏財政運営を⾏えるようにするため、道府県の区域外となる「特別自治市制度」の創設
が必要となっています。 

市⺠本位の自⽴的な⾏財政運営に向けて、国や県からの事務・権限の移譲や地方に対する規制緩和、
税財源の更なる移譲など、市⺠の関心と理解を⾼めながら、特別自治市制度の創設を含めた新たな地方
分権改⾰に向けた取組を推進します。 

 

 

 
② 区役所機能の強化 

区役所については、「安心のふるさとづくり」に向けて、⾝近な課題は⾝近なところで解決するという補完性
の原則に基づく地域に密着した⾏政機関として、これまでも担ってきた⾏政サービスの提供に加え、地域の実
情に応じながら、市⺠同⼠のつながりやコミュニティづくりを通じて市⺠の主体的な取組を促し、⼀⼈でも多く
の市⺠に自らが住む地域に関心を持ってもらい、将来的には市⺠同⼠が支え合いながら地域の課題解決に
つなげていくことが重要です。 

共に支え合う地域づくりに向けて、新型コロナウイルス感染症を契機とした⾏動変容、デジタル化の急速な
進展に伴うライフスタイルの変⾰、非対面・非接触型のサービス提供など、今後の社会環境の変化に応じな
がら、区役所機能の更なる強化を推進します。 
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＜これからの区役所が果たすべき役割のイメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
③ 自治体間連携の推進 

防災、環境問題などの本市だけでは解決できない広域的な課題や、少⼦⾼齢化の進展などに伴うさまざ
まな課題の解決に向けては、限られた⼈的・物的資源や地域資源を活かしながら、自治体間の連携により
相互補完を⾏うことが重要です。 

地域の課題解決や地域活⼒の醸成に向けて、近隣都市や相互に強みを活かせる都市と積極的な自治
体間連携を推進していきます。 
 

 
  

資料︓区役所改⾰の基本方針 
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（５）⾏財政改革第３期プログラムとの連携による市政運営の推進 
 
 
 

 
本市の⾏財政運営を取り巻く現状と課題を踏まえると、市⺠満⾜度の⾼い⾏財政運営に向け、必要な

経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報・時間などの確保等を⾏い、「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策を
着実に推進するための⾏財政改⾰がより⼀層重要となります。 

特に、今後も続く厳しい財政環境においても、本市が直面している継続的な課題や、多様化・増大化す
る市⺠ニーズなど新たな課題に迅速かつ的確に対応していくためには、中⻑期的な視点から⾏財政改⾰を
推進し、本市の⾏財政基盤を将来にわたり持続可能なものとしていくことが必要です。 

新たな⾏政課題に対応していくためには、その解決に向けた「施策の推進」と、施策の推進に必要な経営
資源の確保に向けた「改⾰の推進」を⼀体的に検討し、取組による効果の相乗化を図ることが必要であるこ
とから、第３期実施計画と「⾏財政改⾰第３期プログラム」間の⼗分な連携を図ります。 

 
 

  

市⺠満⾜度の⾼い⾏財政運営に向け、必要な経営資源の確保等を⾏い、「川崎市総合計画」に
掲げる政策・施策を着実に推進するための⾏財政改革に引き続き取り組むため、第３期実施計画と連
携した⾏財政改革第３期プログラムを策定します。 

 
（１）基本理念 

①市⺠ニーズと地域課題の的確な把握 
市政に関する情報をより分かりやすく発信することで市⺠の皆様と共有しながら、市⺠ニーズと地

域課題を的確に把握し、地域に根差した課題解決を図ります。 
②市⺠サービスの「質的改革」の推進 

限られた経営資源の中で、今後⾒込まれる市⺠ニーズの多様化・増大化や、新型コロナウイル
ス感染症を契機とした社会変容に対応するため、市⺠サービスの再構築や多様な主体との協働・
連携を進め、市⺠サービスの質的改⾰を推進します。 

③市役所内部の「質的改革」の推進 
限られた経営資源の中で、質の⾼い⾏財政運営を推進するため、職員と組織の質の向上に向

けて、庁内の⼈材育成や意識改⾰に取り組むなど、市役所内部の質的改⾰を推進します。 
④効率的・効果的な⾏財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現 

市⺠サービスや市役所内部に係る事業に関して経営資源の着実な確保等を図るため、事務事
業の⾒直し、業務の効率化や資産マネジメントの推進、情報（データ）の収集、活⽤など効率
的・効果的な⾏財政運営に取り組みます。 

 
（２）取組の柱 

①社会経済状況の変化を踏まえた市⺠サービスの再構築 
将来を⾒据えた市⺠サービスの再構築、市⺠サービスのデジタル化の推進、市⺠サービスの向上

に向けた⺠間活⽤の推進 
②市役所の経営資源の最適化 

働き方・仕事の進め方改⾰の推進、市役所内部のデジタル化の推進、組織の最適化、財源確
保策の強化、戦略的な資産マネジメント、特別会計の健全化、公営企業の経営改善、出資法⼈
の経営改善及び連携活⽤ 

③多様な主体との協働・連携の更なる推進 
多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進、区役所機能の強化、地域防災⼒の向上に

向けた連携、積極的な情報共有の推進 
④ 庁内の⼈材育成と意識改革 

組織⼒の向上に向けた計画的な⼈材の育成等、⾏財政運営上の課題解決に必要な⼈材の
育成、職員の改善・改⾰意識及びコンプライアンス意識の向上、職員の能⼒が⼗分に発揮できる
環境づくり 

 

⾏財政改革第３期プログラム「基本的な考え方」（抜粋） 
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（６）持続可能な⾏財政基盤の構築に向けた健全な財政運営の推進 

 
① 本市の財政状況 

本市歳出に占める義務的経費（※）の割合は、平成 29（2017）年度の県費負担教職員の市費
移管に伴う職員数の増や会計年度任⽤職員制度の導入などによる⼈件費の増、待機児童対策の継続的
な推進や障害福祉サービス利⽤者の増による扶助費の増などにより増加傾向にあり、令和３（2021）年
度予算では 54.1％となっています。地方公共団体全体では、義務的経費の歳出総額に占める割合は令
和元（2019）年度決算で 49.7％（川崎市は 56.5％）となっており、本市は⾼い水準にあるといえます。 

（※）支出が義務的で任意では削減できない経費（⼈件費、公債費、扶助費）。割合が⼩さいほど財
政の弾⼒性がある⼀方、大きいほど財政の硬直度は⾼まるとされており、義務的経費が⼀定水準以
上になると、新しい⾏政需要に対応することが困難になるとされています。 

 

義務的経費の性質別推移と歳出予算に占める割合 

 
 

⾼齢者⼈⼝の増加、生産年齢⼈⼝の減少への転換、公共施設の⽼朽化など、⾏財政運営を取り巻く
環境は厳しさを増すと⾒込まれています。このような環境下において、扶助費や公共施設の更新費⽤の増加、
⻑期的には⼈⼝減少に伴う税収の減少が想定される状況に加え、新型コロナウイルス感染症が社会・経済
に深刻な影響を及ぼしています。 

令和３（2021）年度予算では、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の落込みやふるさと納税
による市税の減収などにより収支不⾜が生じたため、減債基⾦から286億円の新規借入れを計上しました。 

このように、これまでにない厳しい状況にあって、減債基⾦からの借入れについては、平成 24（2012）年
度から令和３（2021）年度までの総額で 813 億円に達する⾒込みです。 
 
 
 

将来にわたり必要な市⺠サービスを安定的に提供するため、総合計画に掲げる「施策・事業の着実
な推進」と財政の健全化による「持続可能な⾏財政基盤の構築」の両⽴に向け、第３期実施計画や
⾏財政改革第３期プログラムの取組を踏まえ、「今後の財政運営の基本的な考え方」を改定します。 
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減債基⾦からの借⼊残⾼の推移 

 
（注）H27 は 10 億円を返済（H24〜R1 は決算、R2 は決算⾒込、R3 は予算） 

 
今後も、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の落込みに加えて、ふるさと納税による減収の拡大

や法⼈市⺠税の国税化、新たに生じた⾏政需要に対する国の財政措置が⼗分ではないなど、これまでにな
い厳しい財政環境が続くことが⾒込まれます。 
 

② 「今後の財政運営の基本的な考え方」を踏まえた事業計画の調整 
将来にわたって必要な市⺠サービスを安定的に提供するため、総合計画に掲げる「施策・事業の着実な

推進」と財政の健全化による「持続可能な⾏財政基盤の構築」の両⽴に向け、「今後の財政運営の基本的
な考え方」を財政運営の指針として事業計画の策定を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症などに伴う
社会経済環境の変化や、将来⼈⼝推計の結果等を新たな「収支フレーム」に反映します。 

また、本市が直面している継続的な課題や多様化・増大化する市⺠ニーズなど新たな課題に迅速かつ的
確に対応するため、取組の優先度を勘案するとともに、事務事業の⾒直しや業務の効率化、税財源の充実
確保等の取組を進め、必要な経営資源の確保を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①効率的・効果的な事業執⾏の推進 

⺠間活⼒の更なる活⽤、資産マネジメントによる施設の⻑寿命化、資産保有の最適化 など 
②税源涵養に向けた取組の推進 

市内経済の活性化を通じた税源の充実 
③財源確保に向けた取組の推進 

市税等の債権確保策の強化、市有財産の有効活⽤ など 
④将来負担の抑制 

中⻑期的なプライマリーバランスの安定的な⿊字の確保、市債残⾼の適正管理、減債基⾦借入⾦の
早期返済 

⑤「収支フレーム」に沿った財政運営 
⑥財政運営の「取組目標」 

早期の収支均衡、財政指標による財政状況等の的確な把握 
⑦今後の予算計上（歳出）の考え方 

歳出の性質等（投資的経費など）の特性に応じた施策・事業の調整 など 
⑧⾏財政改革の取組 

 

今後の財政運営の基本的な考え方 
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（７）資産マネジメント第３期実施方針に基づく資産マネジメントの推進 

  
本市公共施設の最適な維持管理や活⽤等を⾏うため、現在、「かわさき資産マネジメントカルテ（資産マ

ネジメントの第２期取組期間の実施方針）」に基づき、３つの戦略（「戦略１ 施設の⻑寿命化」、「戦
略２ 資産保有の最適化」、「戦略３ 財産の有効活⽤」）による資産マネジメントの取組を進めています。 

平成 26（2014）年度から令和３（2021）年度までの第２期取組期間については、「戦略１ 施設
の⻑寿命化」の重点的取組期間とし、将来の施設の修繕費・更新費の縮減・平準化に向けた取組を進め
てきました。⼀方で、保育所⺠営化等による資産保有の最適化の取組を進めてきたものの、⼈⼝増加に伴
う市⺠ニーズへの対応を図るため、公共建築物の総床面積は増加を続けている状況です。 

市が保有する公共建築物は⻑期にわたり保有し続ける資産であり、容易に減らすことは困難であることか
ら、仮に今後も⼈⼝増加に合わせて増やしていくと、今後⼈⼝減少へ転換した際に、公共建築物を維持す
るために必要な⼀⼈あたりの負担が重くなることとなります。よって、将来世代の負担が重くならないよう、保有
総量を適切に管理する必要があります。 

これまでの⼈⼝の推移・将来⼈⼝推計（令和３（2021）年）と公共建築物の総床⾯積の推移 

 
公共施設の今後の維持管理・更新に係る中⻑期的な経費を試算した結果、今後 10 年間の公共施設

等の維持管理・更新等に必要な経費は年平均で約 757 億円、今後 30 年間では、年平均で約 863 億
円となる⾒込みです。これに対し、国の地方財政状況調査等をもとに算出した過去５年間（平成 27
（2015）年度〜令和元（2019）年度）の平均は約 732 億円であり、年平均で今後 10 年間は約
25 億円、今後 30 年間では約 131 億円の差が生じる⾒込みです。 

今後の⼈⼝減少への転換、将来世代の負担等を踏まえ、中⻑期的な視点からの資産保有の最適
化に重点的に取り組むため、第３期実施計画と連携した資産マネジメント第３期実施方針を策定しま
す。 
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こうした状況を踏まえ、令和４（2022）年度からの第３期取組期間においては、中⻑期的な視点を持
ち、資産保有の最適化への重点的な取組を⾏う必要があります。 

 
 

 

 
（１）策定のポイント 

ア ⻑期的ビジョンの設定及び短期・中期・⻑期的視点からの取組の推進 
●概ね 30 年程度の⻑期的に目指すべき姿として、「必要な時期に、必要な規模の⾏政機能の

提供」を設定 
●30 年間程度を⻑期的期間、第３期取組期間の 10 年間を中期的期間、中期的期間の中間

である５年間を短期的期間として設定 
イ 資産保有の最適化の重点的取組への位置付け 
●かわさき資産マネジメントカルテにおいては、資産保有の最適化について、第４期取組期間を重

点的取組期間と位置付けていたが、前倒しして第３期取組期間を「重点的取組期間」として位
置付け 

 
（２）各戦略の方向性 

ア 資産保有の最適化 
＜市が保有する公共建築物床⾯積に関する中⻑期的な方向性（目標）＞ 
●中期的期間(10 年)においては、増加を抑制 
●⻑期的期間(30 年程度)においては、⼈⼝の動向等に応じ、削減 
  ⇒資産マネジメント第３期実施方針において、資産保有の最適化（複合化・多目的化等）

を検討する場合のフローを構築 
＜取組例＞ 
【短期的期間(５年)における取組】 

・庁内における考え方の浸透や、市⺠が理解を深める取組の実施 
・地域ごと（中学校区ごと等）の施設の方向性を整理、地域ごとの資産保有の最適化を開始 
・本市ホール機能を有する施設等について、最適配置等に関する庁内横断的な検討 

【中期的期間(10 年)及び⻑期的期間(30 年程度)における取組】 
・整理した地域ごとの施設の方向性に基づき、資産保有の最適化を推進 

 
イ 施設の⻑寿命化 
●これまでの考え方では目標使⽤期間まで使⽤するために⻑寿命化の対象としていた施設に対し

ても、資産保有の最適化を検討 
●⻑寿命化対象部位の他、建物の機能維持につながるような対象部位について、適切な対策を

検討 
＜取組例＞ 

・⻑寿命化工事以外の大規模な改修を⻑寿命化工事と併せて⾏うなど、効率的な取組推進 
・公共施設の修繕、更新などの際にユニバーサルデザイン化を推進 
・インフラ施設については、各施設の特性や需要を踏まえ、施設の⻑寿命化を推進 

 
ウ 財産の有効活用 
●歳入の確保と経費の節減、市⺠サービスの向上など多様な効果を創出していくため、⺠間活⽤

（川崎版 PPP）推進方針」に基づく⺠間活⽤手法の採⽤等により、⼀層の取組展開 
＜取組例＞ 

・「提案型ネーミングライツ制度」を創設し、ネーミングライツの導入拡大を推進 
・広告代理店等の⺠間事業者と連携し、広告効果が期待できる媒体の抽出 

資産マネジメント第３期実施方針の方向性（概要） 
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かわさき１０年戦略 
 
１ 「かわさき１０年戦略」について 

● 少⼦⾼齢化の急速な進展や、生産年齢⼈⼝の減少が⾒込まれる厳しい状況の中にあっても、予想される
厳しい状況をそのまま受け入れるのではなく、効果的な取組の積み重ねにより、その影響を出来る限り緩和
しながら、本市の将来にわたる発展に向けて、チャレンジし続けていくことが重要です。 

 
● 総合計画における具体的な取組は、実施計画の中で定めていますが、市政運営のビジョンである基本構

想や基本計画でめざしていく、「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち」を実現するためには、ビジ
ョンを具現化するための中⻑期的かつ分野横断的な視点を持った戦略が必要となります。 

 
● そのため、福祉や教育・文化振興などの市⺠に⾝近な⾏政サービスを持続的に提供することにより、市⺠が

⽇常生活に質的な充⾜を感じる「成熟」したまちになっていくための戦略とともに、将来を⾒据えた投資によ
り、本市の強みである産業・経済・利便性の⾼いまちづくり等を強化し、まちを⼀層「成⻑」させる戦略を積
極的に進める必要があります。 

 
● さらに、産業・経済・まちづくり等の活性化による「成⻑」は、市税収入の増加をはじめとして本市財政にも

好影響を与えることから、市⺠生活の向上を通じてまちの「成熟」につながるとともに、「成熟」した市⺠の⼒
は、新たな産業や文化・スポーツ・地域活動の振興の源泉となり、更なる「成⻑」を促します。 

 
● 「かわさき 10 年戦略」は、こうした「成⻑」と「成熟」の好循環による、まちの持続的な発展をめざして、好循

環を支える「基盤」づくりとあわせて、その考え方とともに実施計画で推進する主な取組をまとめたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 まちの「成⻑」戦略  まちの「成熟」戦略 

「成⻑」と「成熟」を支える「基盤」づくり 

 まちの持続的な発展のイメージ



 
 

59 
 

２ 「かわさき１０年戦略」の概要 
「かわさき 10 年戦略」では、基本的な考え方に基づき、まちに活気や活⼒をもたらす「成⻑」、市⺠に安心や

うるおいを与え、まちに対する愛着を育てる「成熟」、成⻑と成熟の好循環を支える「基盤」づくりの３つの視点で、
７つの項目を設定しています。 

第３期実施計画においては、中⻑期的な視点からの実施計画の検討を重点的に進めるため、「かわさき 10
年戦略」の中⻑期的視点という性格をより明確にし、SDGs の目標年度など大きな節目となる令和 12
（2030）年を⾒据え、同戦略において、７つの戦略それぞれについて中⻑期的視点から方向性を定めるなど、
実施計画の計画期間の先を⾒据えた取組を推進します。 

 
かわさき 10 年戦略の 7 つの戦略イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなが生き生きと暮らせる 
まち」をめざす 

「もっと便利で快適な住みやすいまち」 
をめざす 

戦略６ 
戦略３ 

「どこよりも⼦育てしやすいまち」 
をめざす 

成熟戦略 

戦略４ 

戦略２ 

「みんなの心がつながるまち」 
をめざす 

「みんなで守るしなやかなまち」をめざす 

基盤づくり 

戦略１ 

成長戦略 

戦略 7 
「チャレンジを続け、いつまでも 
活⼒あふれるまち」をめざす 

戦略５ 
「世界に輝き、技術と英知で未来をひらく 
まち」をめざす 広域拠点・地域生活拠点等の形成、 

交通網の整備 など 

イノベーションの推進、臨海部の 
活性化、起業・創業の支援 など 

かわさきパラムーブメントの
推 進 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 施 策 の 
推進、シティプロモーションの
推進 など 総合的なケアの推進、 

健康寿命の延伸 など 待 機 児 童 対 策 の 推 進 、 
かわさき GIGA スクール構想
の推進、地域の寺⼦屋の推進 
など 

「⾏財政改革」の推進、 
「健全な財政運営」 ハード・ソフト両⾯からの防災・ 

減災対策の推進、脱炭素戦略の 
推進 など 
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戦略１ 「みんなで守る強くしなやかなまち」をめざす 
・ 市⺠・事業者・⾏政等がそれぞれの役割に求められる⼒を⾼め、いつ起こるかわからない地震や集中豪

雨などの自然災害、感染症等の危機事象の発生に的確に備えるとともに、⽇常生活を安全・安心に
過ごせる環境整備や地域づくりを推進し、災害が発生しても柔軟に対応し迅速に⽴ち直れ、いつでも
安心して暮らすことのできる、⼒強くしなやかなまちをめざします。 

 
戦略２ 「どこよりも⼦育てしやすいまち」をめざす 

・ すべての⼦どもが生まれ育った環境にかかわらず、成⻑や発達の段階に合わせて、すこやかに育つことが
できるよう、安心して⼦育てできるしくみを整えるとともに、⼀⼈ひとりが持つ個性や能⼒が尊重され、自
らが望む将来を切り拓いていけるよう、地域全体で⼦育てを支える環境づくりを進め、どこよりも⼦育てし
やすく、⼦育て世代に選ばれるまちをめざします。 

 
戦略３ 「みんなが生き生きと暮らせるまち」をめざす 

・ 川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムを構築し、誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心し
て暮らし続けられるしくみをつくるとともに、誰もが地域活動や就労等、多様な社会参加を通じて活躍で
きる地域づくりを進め、その⼈らしく生き生きと暮らせるまちをめざします。 

 
戦略４ 「もっと便利で快適な住みやすいまち」をめざす 

・ 広域拠点・地域生活拠点等の整備を進めるなど、鉄道駅を中心とした便利で快適な暮らしを実現する
とともに、都市の活⼒と市⺠の⽇常生活を支える、道路や鉄道網、⾝近な交通環境の整備により、安
全・安心で快適に移動できる職住近接で住みやすいまちをめざします。また、地域資源を存分に活かし、
賑わいや、緑と水のうるおいにあふれ、誰もが笑顔でわくわく暮らせるまちをめざします。 

 
戦略５ 「世界に輝き、技術と英知で、未来をひらくまち」をめざす 

・ 持続可能な社会の構築に向けて脱炭素社会の実現をめざすとともに、本市に集積する先端技術や、
ものづくり産業、研究機関などの⼒を活かして、世界で輝き、企業に選ばれる、環境と産業が調和した、
デジタル社会の先端で未来をひらくまちをめざします。また、積極的に事業に取り組む中⼩・ベンチャー企
業や商業者等を応援し、誰もが生き生きと働くことができる活気にあふれた元気なまちをめざします。 

 
戦略６ 「みんなの心がつながるまち」をめざす 

・ 市⺠創発による持続可能な地域づくりや、スポーツ・文化芸術の振興とあわせて、ユニバーサルデザイン
や「心のバリアフリー」等を推進し、多様性が息づき、外国⼈市⺠や障害者、⾼齢者など、あらゆる⼈々
が社会に参画し誰もが暮らしやすいまちをめざします。また、地域の多彩な魅⼒やまちのめざす姿を市⺠
すべてが共有し、地域への愛着と誇り（シビックプライド）が醸成され、誰もが地域づくりに参加するまち
をめざします。 

 
戦略７ 「チャレンジを続け、いつまでも活⼒あふれるまち」をめざす 

・ これまでにない厳しい財政環境や社会変容が⾒込まれる中、継続的な課題や新たな課題に迅速かつ
的確に対応するには、ヒト・モノ・カネ・情報・時間など必要な経営資源の着実な確保等、⾏財政改⾰
の取組を⼀層進めることが重要であるため、市⺠サービスの再構築や市役所の経営資源の最適化、多
様な主体との協働・連携、⼈材育成と意識改⾰等を推進します。また、施設総量を適切に管理する
資産マネジメントや、財政健全化の取組を着実に進め、持続可能なまちをめざします。 

 

 かわさき 10 年戦略における戦略ごとの方向性（案） 
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３ 「かわさき 10 年戦略」に基づく戦略的な取組の推進 
中⻑期的な課題等と戦略の対応及び実施計画への反映イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川崎市総合計画第２期実施計画より抜粋 

 

 
 

少⼦⾼齢化の進展をはじめとする中⻑期的な「将来を⾒据えて乗り越えなければならない課題」に
対し、本市のポテンシャルとチャンスを活用する視点を踏まえて、課題の解決に向けた取組を中⻑期的
かつ分野横断的な視点で７つの戦略ごとに焦点化しながら、目標達成に向けて戦略的に施策・事業
を推進します。 

第３期実施計画における「かわさき 10 年戦略」では、令和 12(2030)年を⾒据えた戦略ごとの方
向性に基づき、計画に位置づける施策・事業の内容を踏まえ、目標を達成するための大まかな⾏程を
明らかにしていきます。 


